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令和７年度「女性の健康週間」に対する協力依頼について 

 

 今般、厚生労働省健健康・生活衛生局長より、令和７年度「女性の健康週間」の

実施について、周知、協力方依頼がありました。 

 本事業は、女性の健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く健康課題に対する

社会的関心の喚起を図るため、別添「女性の健康週間実施要綱」に基づき、毎年３

月１日から８日までを「女性の健康週間」と定め、国及び地方公共団体、関係団体

等、社会全体が一体となって、各種の啓発事業及び行事等を実施するものです。 

健康日本 21(第三次)において女性の健康を取り入れたことに併せて、「女性の健

康を支える地域・社会の役割～誰一人取り残さない健康づくりの実現に向けて～」

を女性の健康週間のテーマとし、各種取組状況は厚生労働省が集約し、同省の特設

ホームページ等において掲載されます。 

 つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただき、郡市区医師

会等ヘの周知、協力方よろしくご高配のほどお願い申し上げます。 

 

 



健生発０１２０第４６号

令和８年１月２０日

公益社団法人 日本医師会

　

会長

　

殿

厚生労働省健康・生活衛生局長
（

　

公

　　

印

　　

省

　　

略

　

）

令和７年度「女性の健康週間」 に対する協力依頼について

　

標記について、別添（「女性の健康週間実施要綱」 （令和７年１月２２日付健

生発０１２２第２号（令和８年１月２０日最終改正）厚生労働省健康・生活衛生局長

通知別添）により、毎年３月１日から３月８日までを「女性の健康週間」とし、
女性の健康に関する知識の向上と、女性を取り巻く健康課題に対する社会的関

心の喚起を図るための国民運動を展開しています。 健康日本２１（第三次） の開

始に併せて、「女性の健康を支える地域・社会の役割～誰一人取り残さない健康

づくりの実現に向けて～」 を女性の健康週間のテーマとしました。

　

ついては、貴会においても、その趣旨を御理解の上、御協力のほどよろしくお

願いします。また、女性の健康に関する取組を行う際には、女性の健康を支援す

るための情報提供ホームページ「女性の健康推進室 ヘルスケアラボ」（注１）や今

後掲載を予定しているスマ」ト・ライフ・プロジェクト内の女性の健康週間に関

する特設ホームペ←ジ（注２）について、 関係団体等へ周知し活用を促していただ

くよう、 お願いします。

　

また、本週間における各都道府県、管内市町村及び関係団体が実施（予定を含

む）する女性の健康に関する啓発事業、行事等の取組状況を当省にて集約し、当

省ホームページ、ＳＮＳ等
（注３・４）において広報を行うこととしま したので、 関係団

体への周知について、，御協力をお願いします。

注１：

　

腿 鯉 哩

　　　　　　　　　　　

回闘廻Ｌー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

回直雅樹

　　

（Ｑ

　

Ｒ

　

コ

　

ー

　

ド ）

注２ ：

　

ｈｔｔｐｓ：／／ｋｅｎｎｅｔ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ １ｐ／

注３：

　

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ／ｂｕｎｙａ／ｋｅｎｋｏｕ／ｗｏｍａｎ，ｈｔｍｌ

注４：

　

ｈｔｔｐｓ：／／ｘ．ｃｏｍ／ＭＨＬＷｉｔｔｅｒ

（担当）

厚生労働省 健康・生活衛生局 健康課

門馬・猪苗代

ＴＥＬ：０３－５２５３－１１１１（代表） （内２３４６・２３９６）
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厚生労働省健康・生活衛生局長
（

　

公

　　

印

　　

省

　　

略）

女性の健康週間実施要綱の一部改正について（通知）

　

平素より健康増進行政の推進に格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

厚生労働省は、 「女性の健康週間実施要綱」 （令和７年１月２２日付け健生発０１２２第２

号厚生労働省健康・生活衛生局長通知別添）に基づき、毎年３月１日から３月８日までを

「女性の健康週間」 とし、 女性の健康に関する知識の向上と、 女性を取り巻く健康課題に

対する社会的関心の喚起を図るための国民運動を展開しているところです。

今般、女性の健康週間実施要綱の一部を、別紙のとおり改正し、令和８年１月２０日から

適用することとしたので、 通知します。

各都道府県におかれましては、管内の市町村及び関係団体に対して周知いただきますよ

う、 お願いします。



（別紙）

「女性の健康週間実施要綱」 （令和７年１月２２日付け健生発０１２２第２号厚生労働省健康・生活衛生局長通知別添） 新旧対照表

（傍線部分は改正部分）
改正後 改正前

３． 期間

毎年３月１日から８日まで
ただし、 地域の実情による期間延長等の変更は差し支えな
し、０
なお、 ３月８日は、１９７７年の国連総会において、 女性の権

利と平和を目指す「国際女性デー」と決議され、世界各国で
記念行事や催しが開催される。

３． 期間

毎年３月１日から８日まで
ただし、地域の実情による期間延長等の変更は差し支えな
し、。
なお、 ３月８日は、１９９７年の国連総会において、 女性の権
利と平和を目指す「国際女性デー」と決議され、世界各国で
記念行事や催しが開催される。

５． 協 力

　　　　　　　　

、

　

（１） 関係行政機関／

　　　

（略）

　

（２） 関係団体

　　

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

　

女性の

　

健康総合センター、（公社）日本医師会、（公社）日本歯科

　

医師会、（公社）日本薬剤師会、（公社）日本看護協会、（公

　

社）日本栄養士会、（－財）日本食生活協会、（公社）全国

　

結核予防婦人団体連絡協議会、（Ｎ
‐ＰＯ） 〆ノポーズを考え

　

る会、（ＮＰＯ）更年期と加齢のヘルスケアのほか、上記の趣

　

旨に賛同すると認められる報道機関及び営利を目的とし

　

ない法人とする。

　　

関係団体については、 厚生労働省のホームページにお

　

いて公表するものとする。

５． 協力

　

（１） 関係行政機関

　　　

（略）

　

（２） 関係団体

　　　

（公社） 日本医師会、（公社） 日本歯科医師会、（公社）

　

日本薬剤師会、（公社）日本看護協会、（公社）日本栄養士

　

会、（－財）日本食生活協会、（公社）全国結核予防婦人団

　

体連絡協議会、（ＮＰＯ）〆ノポーズを考える会、（ＮＰＯ）更年

　

期と加齢のヘルスケアのほか、 上記の趣旨に賛同すると

　

認められる報道機関及び営利を目的としない法人とす

　

る。

　　

関係団体については、 厚生労働省のホームページにお

　

いて公表するものとする。



女性の健康週間実施要綱

１． 名称

　

女性の健康週間

２． 趣旨

　　

女性の健康については、 女性ホルモンの変化に伴い、 人生の各段階において、 心

　

身の状況が劇的に変化するという特性を踏まえ、ライフステージ毎の健康課題に対

　

応することが重要である。 厚生労働省では、 平成２０年に 「女性の健康週間」 を創

　

設し、国民運動として展開してきた。加えて、第５次国民健康づくり運動として令

　

和６年度から開始した健康日本２１（第三次）の基本指針においても、新たに女性の

　

健康の視点を取り入れ、ライフコースアプローチを踏まえた健康づくりとして「女

　

性の健康」 を新規に項目立てし、 「骨粗髭症検査受診率の向上」 を新たに目標に設

　

定するとともに、 「女性の健康週間」 の実施を明記し、女性の健康に関する知識の

　

向上と、女性を取り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図り、女性に特有の

　

健康課題への取組を進めていくこととしている。

　　

これを踏まえ、厚生労働省では、女性の健康づくりに関して、国民運動として「女

　

性の健康週間」 に取り組み、 国及び地方公共団体、 関係団体等、 社会全体が一体と

　

なって、各種の啓発事業及び行事等を展開することで、女性が生涯にわたり、健康

　

で明るく充実した日々を、 自立して過ごすことを総合的に支援する。

３． 期間

　

毎年３月１日から８日まで

　

ただし、 地域の実情による期間延長等の変更は差し支えない。

　

なお、 ３月 ８日は、１９７７年の国連総会において、女性の権利と平和を目指す 「国際

　

女性デー」 と決議され、 世界各国で記念行事や催しが開催される。

４． 主唱

　

厚生労働省、 （公社） 日本産婦人科医会、 （公社）日本産科婦人科学会

５． 協力

　　

（１） 関係行政機関

　　　

内閣府、 地方公共団体

　　

（２） 関係団体

　　　　

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

　

女性の健康総合センター、

　　　

（公社）日本医師会、（公社）日本歯科医師会、（公社）日本薬剤師会、（公社）

　　　

日本看護協会、 （公社） 日本栄養士会、 （－財） 日本食生活協会、 （公社） 全国

　　　

結核予防婦人団体連絡協議会、 （ＮＰＯ）〆ノポーズを考える会、 （ＮＰＯ）更年期と

　　　

加齢のヘルスケアのほか、 上記の趣旨に賛同すると認められる報道機関及び営

　　　

利を目的としない法人とする。

　　　

関係団体については、厚生労働省のホームページにおいて公表するものとする。



６， 実施の方法

　　

（１） 厚生労働省

　　　

ァ， 関係行政機関、 関係団体との緊密な連携の下に、 女性の健康週間の全国的

　　　　　

な推 進 を図 る。

　　　

イ． 報道機関等の協力を得て、 女性の健康週間の広報・宣伝及び女性の健康づ

　　　　　

くりのための知識の普及を図る。

（２）関係行政機関及び関係団体

　　

女性の健康週間の実施に当たっては、 次に掲げる方法を参考にして地域

　

の実情に応じて、創意工夫を凝らした効果的な広報・宣伝及び知識の普及活

　

動等を行う。
ァ， 新聞、 テレビ、 ラジオ、イ ンターネット、ＳＮＳ、 有線放送、 行政の広報誌、

　

関係機関誌、 懸垂幕、 ポスター及びパンフレット等による広報・宣伝の実

　

施。

イ． 講演会、 映画会、 展示会、 保健学級、 栄養教室、 運動教室、 健康相談室等

　

の開催による女性の健康づくりに関する正しい知識の普及。
ゥ，管内市町村及び関係団体に対する周知。

７， 実地に当たっての留意事項

　　

（１）他の関係団体等と相互に緊密な連携を図り、女性の健康づくりの意識向上に

　　　　

資する運動を展開すること。

　　

（２）地域の実情に応じて、重点的に実施すべき事項を明確にした上で、広報手段

　　　　

を積極的に活用するなど、 運動の効果的な推進を図ること。


